
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和６年１０月１６日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和６年１０月１６日（水）午前9時30分～ 本庁舎4階大委員会室 

２ 出席者 

子育て支援課：相馬課長、近藤係長、保育課：片桐課長、教育支援課：大高参事 

企画政策課 ：村越課長 

３ 件名 

次期こどもプランに係る令和７年度に予算措置を伴う新規事業について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

 

・「地域子育て支援拠点事業・地域子育て相談機関」の事業名が「事業」と「機関」が

並列になっているが、わかりにくいので再考してはどうか。 

→地域子育て支援拠点事業の中で、相談機関を設置することにより、相談事業を強化し

ていくことから、「地域子育て支援拠点事業（地域子育て相談機関の設置）」という

ように変更する。 

 

・「子育て世帯訪問支援事業」は主にどのような支援か。また、事業はどのような事業

者が行うのか。 

→家事支援が主になると考えており、そのほか、育児相談支援等も含まれる。 

 事業者については、ママヘルプサービス的な事業者や介護・障がい者のヘルパーの事

業者が考えられる。 

 

・「結婚新生活支援事業」について、近隣市の実施状況はどうか。 

→鎌ケ谷市、船橋市、佐倉市、成田市などで実績がある。 

 

・結婚新生活支援など、こどもプランの対象者が広がっているため、担当部課の調整が

必要。 

 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を
要する事項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

□ □ □ ■ （

付議事案

今後の
スケジュール

参考情報

千円）

カテゴリー 年代 全ての年代 場所 市内全域 目的 その他 手段 その他

事業費 １８，４１３ 千円 （うち特定財源 ９，１８６

案件提出
事由

①市政運営の基本的な方針（規程第4条第2項第1号）
イ　重大な政策事項

関係法令等 こども基本法（こども大綱）

関係課 子育て支援課、保育課、健康課、教育委員会、都市計画課、企画政策課、財政課　ほか

市民参加 無

付議書公表 公開 非公開 部分非 時限非 R７年度当初予算提出 まで）

定例記者会見（R7.2月）

議会説明 無 広報・ＨＰ等 有 広報・ＨＰ（R7.2月）

条例規則 無 報道発表 有

令和７年度から予算措置を伴う事業として、次の５つの事業を実施する。
　　　　　　　　　（※それぞれの事業の詳細については、資料１を参照。）

１．　家庭での子育てへの支援
　　→　地域子育て相談機関
２．　学校生活の充実、多様な体験、活躍できる機会づくり
　　→　平和教育事業
３．　結婚を希望する方への支援
　　→　結婚新生活支援事業
４． 地域での多様な遊び・体験の機会づくりの推進
　　→　こども・若者の活動の場整備
５.  児童虐待防止、ヤングケアラー支援
　　→　子育て世帯訪問支援事業

令和７年度に予算措置を伴う新規事業（５事業）の実施の可否について

《こどもプラン策定会議》
　こどもプランに初めて盛り込む若者への施策に連なる新規事業について、特に結婚を
希望する方への支援については、市として初めて実施する取り組みとなるため、実施所
管課について、組織の再編との調整が必要。
《関係課との調整》
　新規となる事業案が多くあるため、計画期間内での優先順位を検討し、令和７年度か
ら予算を伴う事業を本付議事案の５事業とした。

　・「子ども・子育て会議」及び「子ども・若者育成推進協議会」にてしろいこどもプラン
　　（素案）を審議（11月下旬～12月上旬）、パブリックコメント（12月下旬～１月初旬）
　・令和７年度当初予算編成（～１月初旬）

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

部課名 健康子ども部　子育て支援課

　次期こどもプランに係る令和７年度に予算措置を伴う新規事業について

　令和５年４月１日に施行された、こども基本法（こども大綱）に基づく、市町村こども計画
として、令和７年度から令和１１年度の５カ年を計画期間とする「しろい　こどもプラン」を
策定中である。
　これまでの18歳や２０歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、２０代や３０
代までの若者への支援も対象とし、こども・若者の視点に立った施策とその具体的な取
り組みが求められている。

　こども基本法（こども大綱）に基づき、こども・若者の視点に立った、新たな課題
に対応するため、これまで、市の総合計画等の計画に位置付けていない、結婚
を希望する若者への支援やヤングケアラーへの支援のほか、こどもの体験・活
躍できる機会づくりと学校生活のさらなる充実、家庭での子育てへの支援の充
実など、次期こどもプランの施策に連なる取り組みとして、令和７年度から新規
事業を実施するもの。

令和 6 10 16

付議書（行政経営戦略会議）



次期 しろい こどもプランで取り組む事業について

◎取り組み総事業数

既存プラン：９３事業 → 次期プラン：１０２事業 （９事業の増加）

◎事業の方向性等 ※方向性の重複があるため、次期プラン総事業数とは一致しない。

方 向 性 等 事業数 備 考

現状のまま継続 ４７事業

改善して継続 １６事業

拡 充 ２事業

廃 止 ４事業

統 合 ８事業

名称変更 ２７事業

担当課変更 １事業

新 規 ５事業 ①令和７年度から予算を伴う事業

（合計２２事業） ９事業 ②調査・検討後 又は 検討しながら進める事業

８事業 ③既に取り組んでいるが、こどもプランへの掲載が新規

資料１
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《今回の付議事案となる事業》

新 規 ①【令和７年度から予算を伴う事業】 【５事業】

◆家庭での子育てへの支援

◆学校生活の充実と地域連携の推進

◆結婚に伴う新生活スタートアップへの支援

◆地域での多様な遊び・体験の機会づくりの推進

◆児童虐待防止対策

事業番号 事 業 名 担 当 課

２８ 地域子育て支援拠点事業・地域子育て相談機関

（※うち、地域子育て相談機関が新規）

保育課

事業番号 事 業 名 担 当 課

４１ 平和教育事業 教育支援課

事業番号 事 業 名 担 当 課

６４ 結婚新生活支援事業 関係各課

事業番号 事 業 名 担 当 課

７５ こども・若者の活動の場整備 都市計画課

事業番号 事 業 名 担 当 課

８２ 子育て世帯訪問支援事業 子育て支援課
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２８　地域子育て支援拠点事業
　　　（地域子育て相談機関の設置）
※”地域子育て相談機関の設置”
　  が新規部分

担当課 保育課

R７

R８

R９

R１０

R１１

章 第４章　ライフステージ別の支援の展開

節
　第１節　こどもの誕生前から幼児期までの支援　
　　  ２こどもの成長の保障と遊びの充実

施　策 　　　  ◆家庭での子育てへの支援

事業名

関係法令等 児童福祉法(努力義務）

実施方法 　■直営　■全部委託　□一部委託　□補助金等　□協働　□その他

【年間総事業費見込み】 
 ※新規事業　地域子育て相談機関６園分　
　　300千円×6箇所＝1,800,000円(一般財源　300,000円）

【財源負担割合】国２／３、県１／６、市１／６

交流・相談の場の提供
　①子育て支援センター（清水口保育園・南山保育園）
　②つどいのひろば（こざくら保育園・はなぶさ保育園、白井ふじこども園・
ひまわりこども園）

交流・相談の場の提供
　①子育て支援センター（清水口保育園・南山保育園）
　②つどいのひろば（こざくら保育園・はなぶさ保育園、白井ふじこども園・
ひまわりこども園）

交流・相談の場の提供
　①子育て支援センター（清水口保育園・南山保育園）
　②つどいのひろば（こざくら保育園・はなぶさ保育園、白井ふじこども園・
ひまわりこども園）

交流・相談の場の提供
　①子育て支援センター（清水口保育園・南山保育園）
　②つどいのひろば（こざくら保育園・はなぶさ保育園、白井ふじこども園・
ひまわりこども園）

交流・相談の場の提供
　①子育て支援センター（清水口保育園・南山保育園）
　②つどいのひろば（こざくら保育園・はなぶさ保育園、白井ふじこども園・
ひまわりこども園）

目的

 子育て中の家庭の孤独感や不安感等を緩和し、こどもの健やかな育ちを支援す
るため、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て親子が交流する場を設け
るとともに子育てについての相談、情報の提供、助言、その他援助を行う。

内容

 地域住民が気軽に利用できる子育て支援拠点事業での交流や相談などを通じ、
必要に応じて、個別相談やこども家庭センターと連絡調整を行うなど、子ども
家庭センターの機能を補完し、必要な支援につなげる。

予
算
概
要

年
度
別
計
画

事
業
概
要
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４１　平和教育事業 担当課 教育支援課

R７

R８

R９

R１０

R１１

章 第４章 ライフステージ別の支援の展開

節
　第２節 学童期・思春期での支援
　　　１ こどもが安心して過ごし、学べる学校生活の充実

施　策 　　　　◆学校生活の充実と地域連携の推進

事業名

関係法令等

実施方法 　■直営　□全部委託　■一部委託　□補助金等　□協働　□その他

【年間総事業費見込み】　　2,200,000円（全て一般財源）

　◆対象：市内中学生の代表　　 14人
　　　　　市平和使節団引率者　　8人
　　　　　　　　　　　 　　　計22人 を予定

【財源負担割合】全額 市負担

中学生生徒の代表者を広島へ派遣

啓発の促進

啓発の促進

啓発の促進

啓発の促進

啓発の促進

目的

　戦後８０年近くが経過し、戦争を体験した方が年々少なくなる中、その貴重
な体験を風化させることなく、次世代に引き継ぎ、平和の大切さを伝えていく
こと。

内容

　市内の中学生が被爆地を訪問し、戦争の悲惨さ、平和の尊さを学び、現地で
学んだこと、平和の大切さを、自分で周りの人たちに伝える。各学校の全校集
会などで活動報告を行う。

予
算
概
要

年
度
別
計
画

事
業
概
要
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６４　結婚新生活支援事業 担当課 関係各課

R７

R８

R９

R１０

R１１

章 第４章 ライフステージ別の支援の展開

節
　第３節 青年期での支援
　　　２ 結婚を希望する方への支援

施　策 　　　　◆結婚に伴う新生活スタートアップへの支援

事業名

関係法令等 こども基本法（こども大綱）

実施方法 　□直営　□全部委託　□一部委託　■補助金等　□協働　□その他

【年間総事業費】10,500,000円（うち一般財源　3,500,000円）
　◆対象：夫婦ともに３９歳以下の新婚世帯かつ世帯所得５００万円以内

《内訳》
　・29歳以下　　　　：600,000円(1世帯当り上限)×15世帯＝9,000,000円
　・30歳～39歳以下　：300,000円(1世帯当り上限)× 5世帯＝1,500,000円

【財源負担割合】　 国2/3　　市1/3

新生活に係る費用の負担軽減のため、補助金による経済的支援の実施

新生活に係る費用の負担軽減のため、補助金による経済的支援の実施

新生活に係る費用の負担軽減のため、補助金による経済的支援の実施

新生活に係る費用の負担軽減のため、補助金による経済的支援の実施

新生活に係る費用の負担軽減のため、補助金による経済的支援の実施

目的

　若い世代が安心して結婚し、市内で結婚生活が送れるよう、新生活に係る経
済的支援を実施し、若い世代の結婚と定住促進を図る。

内容

　新生活に係る費用の負担軽減のため、婚姻に伴う住宅取得費用、リフォーム
費用、住宅賃借費用、引越費用の経済的支援を実施する。

予
算
概
要

年
度
別
計
画

事
業
概
要

-5-



７5　こども・若者の活動の場整備　担当課 都市計画課

R７

R８

R９

R１０

R１１

章 第５章 ライフステージを通じた支援の展開

節   第２節 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり

施　策        ◆地域での多様な遊び・体験の機会づくりの推進

事業名

関係法令等 こども基本法（こども大綱）

実施方法 　■直営　□全部委託　□一部委託　□補助金等　□協働　□その他

【年間総事業費】2,882,000円（すべて一般財源）

　　　　　　　　バスケットゴールを設置する経費(１基）

【財源負担割合】　―

 こども・若者の活動の場整備

    その他、こども・若者の活動の場の調査・検討

    その他、こども・若者の活動の場の調査・検討

    その他、こども・若者の活動の場の調査・検討

    その他、こども・若者の活動の場の調査・検討

目的

　こども・若者が地域で気軽に集い、交流や活動ができる環境をつくるため、
施設や立地場所について検討し、活動の場を整備する。

内容

　活動の場の整備

予
算
概
要

年
度
別
計
画

事
業
概
要
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８２　子育て世帯訪問支援事業 担当課 子育て支援課

R７

R８

R９

R１０

R１１

章 第５章 ライフステージを通じた支援の展開

節   第４節　児童虐待防止対策、こども・若者の権利擁護

施　策 　　　  ◆児童虐待防止対策（◆ヤングケアラー支援）

事業名

関係法令等 児童福祉法　（努力義務）

実施方法 　□直営　■全部委託　□一部委託　□補助金等　□協働　□その他

【年間総事業費】　1,031,000円（うち一般財源　345,000円）

《内訳》
　◆対象：２世帯(要支援・要保護）×１世帯あたり48回

【財源負担割合】　国1/3　　県1/3　　　市1/3

 家事支援、育児・養育支援、子育て等に関する不安や悩み相談・助言など、

包括的な訪問支援の実施

 家事支援、育児・養育支援、子育て等に関する不安や悩み相談・助言など、

包括的な訪問支援の実施

 家事支援、育児・養育支援、子育て等に関する不安や悩み相談・助言など、

包括的な訪問支援の実施

 家事支援、育児・養育支援、子育て等に関する不安や悩み相談・助言など、

包括的な訪問支援の実施

 家事支援、育児・養育支援、子育て等に関する不安や悩み相談・助言など、

包括的な訪問支援の実施

目的

　家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケ
アラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩み
を傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養
育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ。

内容

　要支援・要保護児童の家庭や支援を要するヤングケアラー等に対し、家事支
援、育児・養育支援、子育て等に関する不安や悩み相談・助言など、包括的な
支援を行う。

予
算
概
要

年
度
別
計
画

事
業
概
要
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《 参 考 》

新 規 ②【調査・検討後 又は 検討しながら進める事業】 【９事業】

◆幼児期の教育・保育の充実

◆家庭での子育ての支援

◆地域での多様な居場所づくり

◆若者への就労支援

◆若者の出会いの機会・場の創出

◆地域での多様な遊び・体験の機会づくりの推進

◆児童虐待防止対策

事業番号 事 業 名 担 当 課

２３ 教育・保育の一体的提供 保育課

２４ インクルーシブ保育（教育）の推進 保育課

事業番号 事 業 名 担 当 課

２７ こども誰でも通園制度 保育課

事業番号 事 業 名 担 当 課

５４ 児童育成支援拠点事業 子育て支援課

事業番号 事 業 名 担 当 課

５９ 若者就労支援事業 産業振興課

事業番号 事 業 名 担 当 課

６１ ライフデザイン事業 関係各課

６３ 結婚応援事業 関係各課

事業番号 事 業 名 担 当 課

７４ こども・若者の活躍機会の仕組みづくり 関係各課

事業番号 事 業 名 担 当 課

８３ 親子関係形成支援事業 子育て支援課
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《 参 考 》

新 規 ③【既に取り組んでいるが、こどもプランへの掲載が新規】 【８事業】

◆学校生活の充実と地域連携の推進

◆いじめ防止、こどもの悩み等への支援（こどもの権利に関する理解促進、人権教育の推進）

◆起業希望者への相談支援

◆ニート、ひきこもり等、相談支援体制の充実

◆地域での多様な遊び・体験の機会づくりの推進

◆ヤングケアラー支援

◆こどもの権利に関する理解促進、人権教育の推進

◆子育てや教育に関する経済的支援の充実

事業番号 事 業 名 担 当 課

３９ 教育の情報化推進事業 学校政策課

事業番号 取り組み名 担 当 課

５２ 人権教室の開催 市民活動支援課

事業番号 取り組み名 担 当 課

６０ 創業支援事業 産業振興課

事業番号 取り組み名 担 当 課

６５ ニート・ひきこもり相談会 生涯学習課

事業番号 取り組み名 担 当 課

７３ こども・若者体験会 市民活動支援課

事業番号 取り組み名 担 当 課

８４ 学校等と連携したヤングケアラーの把握と支援 子育て支援課

事業番号 取り組み名 担 当 課

８６ こどもの権利の啓発 子育て支援課

事業番号 取り組み名 担 当 課

９２ 妊婦のための支援給付 健康課
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